
JP 2017-182132 A 2017.10.5

10

(57)【要約】
【課題】光学的情報読取手段および非接触通信手段に加
えて読取結果に関する情報を表示可能な表示手段を兼備
する構成であっても、非接触通信媒体と安定して非接触
通信可能な情報読取装置を提供する。
【解決手段】読取面１２にかざされる非接触通信媒体１
００に記憶される情報が、アンテナ３４を介した電磁波
の送受信に応じて非接触通信部３０により読み取られる
。そして、読取面１２を平面視したときに、読取口１３
は、アンテナ３４の内側に位置するように配置され、表
示部２４は、アンテナ３４と重ならないように配置され
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取口を介して撮像された光学的情報を光学的に読み取る光学的情報読取手段と、
　読取面にかざされる非接触通信媒体に記憶される情報を、ループアンテナを介した電磁
波の送受信に応じて非接触通信にて読み取る非接触通信手段と、
　前記光学的情報読取手段による読取結果および前記非接触通信手段による読取結果に関
する情報を表示可能な表示手段と、
　を備える情報読取装置であって、
　前記読取口は、前記読取面を平面視したときに、前記ループアンテナの内側に位置する
ように配置され、
　前記表示手段は、前記読取面を平面視したときに、前記ループアンテナと重ならないよ
うに配置されることを特徴とする情報読取装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記読取面を平面視したときに、前記ループアンテナの内側に位置す
るように配置されることを特徴とする請求項１に記載の情報読取装置。
【請求項３】
　前記光学的情報読取手段および前記非接触通信手段に関する制御の少なくとも一部を行
う制御回路が実装される制御基板と、
　前記ループアンテナを構成するアンテナパターンが形成されるアンテナ基板と、
　前記制御基板および前記アンテナ基板を保持する保持部材と、
　を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の情報読取装置。
【請求項４】
　前記保持部材は、磁性材料を含有して構成されることを特徴とする請求項３に記載の情
報読取装置。
【請求項５】
　前記制御基板および前記保持部材の間と前記アンテナ基板および前記保持部材の間との
少なくとも一方には、磁性部材が配置されることを特徴とする請求項３または４に記載の
情報読取装置。
【請求項６】
　前記磁性部材は、シート状に形成されることを特徴とする請求項５に記載の情報読取装
置。
【請求項７】
　前記制御基板は、前記アンテナ基板に対して傾斜するように前記保持部材により保持さ
れることを特徴とする請求項３～６のいずれか一項に記載の情報読取装置。
【請求項８】
　前記読取面には、当該読取面を平面視したときに前記ループアンテナの内側となる位置
に、前記非接触通信媒体をかざす位置を示す表示が設けられることを特徴とする請求項１
～７のいずれか一項に記載の情報読取装置。
【請求項９】
　前記読取面には、前記光学的情報読取手段による読取結果および前記非接触通信手段に
よる読取結果に応じて発光状態が変化する発光部が設けられることを特徴とする請求項１
～８のいずれか一項に記載の情報読取装置。
【請求項１０】
　前記発光部を複数備え、前記複数の発光部のうちの少なくとも一部が前記読取面の隅部
のうち対角となる位置にそれぞれ配置されることを特徴とする請求項９に記載の情報読取
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学的情報を光学的に読み取る光学的情報読取手段と非接触通信媒体に記憶
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される情報を非接触通信により読み取る非接触通信手段とを備える情報読取装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品に付されたバーコードを光学的に読み取ることでその商品の情報等を取得す
るＰＯＳシステムが採用されていたが、携帯電話やスマートフォンが普及していることか
ら、Ｗｅｂサイトからのダウンロードやメールの配信等された情報コードを利用した割引
サービス、ＩＣカードを利用した決済サービス等が増加している。このような場合、ＰＯ
Ｓレジスタ端末に情報コードを読み取るための端末やＩＣカードを読み取るための端末を
それぞれ接続することで実現していた。しかしながら、このように各機能を有する端末を
それぞれ用意する構成では、ＰＯＳシステムに加え各端末を導入する初期投資のコストや
物理的な設置場所の確保といった問題が生じる。この問題は、ＰＯＳシステムに限らず、
情報コードの読み取りやＩＣカードの読み取り等を利用したシステムであれば同様に生じ
るものである。
【０００３】
　この問題を解決するためには、情報コードを光学的に読み取る光学的情報読取手段とＩ
Ｃカード等の非接触通信媒体に記憶される情報を非接触通信（無線通信）により読み取る
非接触通信手段との双方を兼備する情報読取装置を採用する必要があり、このような各機
能を兼備する情報読取装置として、例えば、下記特許文献１に開示される媒体処理装置が
知られている。
【０００４】
　この媒体処理装置は、磁気券からなる乗車券と、ＩＣカードからなる非接触券と、バー
コードが表示されたバーコード券とから各情報を読み取る装置であり、非接触券と交信す
るためのアンテナ部（非接触通信手段）とバーコードを読取るためのバーコード読取部（
光学的情報読取手段）とを備えている。そして、投入口に磁気券が投入されると、他の媒
体（非接触券又はバーコード券）との競合を回避するために、つまり他の媒体との混信を
避けるために、アンテナ部及びバーコード読取部を介しての処理が禁止される。また、ア
ンテナ部に非接触券がかざされると、他の媒体（磁気券又はバーコード券）との混信を避
けるために、投入口に設けられているシャッタが閉じられて磁気券の投入が禁止されると
ともに、バーコード読取部を介しての処理も禁止される。また、バーコード券からバーコ
ードが読取られると他の媒体（磁気券又は非接触券）との混信を避けるために、投入口に
設けられているシャッタが閉じられて磁気券の処理が禁止されるとともに、アンテナ部を
介しての処理も禁止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－０４７９６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、様々な種別の情報コードやＩＣカード等を利用する場合には、その読取結果
に応じた様々な情報を報知するための液晶表示器等の表示手段を設ける必要がある。しか
しながら、上述のような表示手段を光学的情報読取手段および非接触通信手段に加えて１
つの端末に単に集約しただけでは、表示手段自体が非接触通信手段による非接触通信に影
響を及ぼす可能性があり、通信状況等によっては非接触通信媒体と安定して非接触通信で
きない虞がある。
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、光学的情報読取手段および非接触通信手段に加えて読取結果に関する情報を表示可能
な表示手段を兼備する構成であっても、非接触通信媒体と安定して非接触通信可能な情報
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読取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、特許請求の範囲の請求項１に記載の発明は、読取口（１３）
を介して撮像された光学的情報（Ｃ）を光学的に読み取る光学的情報読取手段（４０）と
、読取面（１２）にかざされる非接触通信媒体（１００）に記憶される情報を、ループア
ンテナ（３４）を介した電磁波の送受信に応じて非接触通信にて読み取る非接触通信手段
（３０）と、前記光学的情報読取手段による読取結果および前記非接触通信手段による読
取結果に関する情報を表示可能な表示手段（２４）と、を備える情報読取装置（１０）で
あって、前記読取口は、前記読取面を平面視したときに、前記ループアンテナの内側に位
置するように配置され、前記表示手段は、前記読取面を平面視したときに、前記ループア
ンテナと重ならないように配置されることを特徴とする。
　なお、上記各括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示
すものである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明では、読取面にかざされる非接触通信媒体に記憶される情報が、ループ
アンテナを介した電磁波の送受信に応じて非接触通信手段により読み取られる。そして、
上記読取面を平面視したときに、読取口は、ループアンテナの内側に位置するように配置
され、読取結果に関する情報を表示可能な表示手段は、ループアンテナと重ならないよう
に配置される。
【００１０】
　これにより、ループアンテナのアンテナサイズを大きくできるだけでなく、表示手段が
非接触通信手段による非接触通信に影響を及ぼしにくくなる。したがって、光学的情報読
取手段および非接触通信手段に加えて読取結果に関する情報を表示可能な表示手段を兼備
する構成であっても、非接触通信媒体と安定して非接触通信することができる。なお、ル
ープアンテナは、環状に１または２以上巻回されて形成されるアンテナだけでなく、例え
ば、Ｕ字状やＣ字状、Ω字状等に形成されるアンテナも含むものとする。
【００１１】
　請求項２の発明では、表示手段は、読取面を平面視したときに、ループアンテナの内側
に位置するように配置されるため、表示手段による非接触通信への影響を抑制しつつ、ル
ープアンテナのアンテナサイズをさらに大きくでき、非接触通信に関する通信性能を向上
させることができる。
【００１２】
　請求項３の発明では、光学的情報読取手段および非接触通信手段に関する制御の少なく
とも一部を行う制御回路が実装される制御基板と、ループアンテナを構成するアンテナパ
ターンが形成されるアンテナ基板とが、同じ保持部材により保持される。これにより、ル
ープアンテナに対する制御基板の相対位置をずれにくくすることができる。
【００１３】
　請求項４の発明では、保持部材は、磁性材料を含有して構成されるため、保持部材の透
磁率が高まることから、非接触通信時に発生した磁束を保持部材に集中させやすくなるの
で放射効率が向上し、非接触通信に関する通信性能を向上させることができる。
【００１４】
　請求項５の発明では、制御基板および保持部材の間とアンテナ基板および保持部材の間
との少なくとも一方には、磁性部材が配置される。これにより、この磁性部材に非接触通
信時に発生した磁束を集中させやすくなるので放射効率が向上し、非接触通信に関する通
信性能を向上させることができる。
【００１５】
　請求項６の発明では、磁性部材は、シート状に形成されるため、シート状の磁性部材を
保持部材等に組み付けやすくなり、磁性部材の組み付けに関する作業性を向上させること
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ができる。
【００１６】
　請求項７の発明では、制御基板は、アンテナ基板に対して傾斜するように保持部材によ
り保持される。これにより、制御基板がアンテナ基板に対して平行となるように保持され
る場合と比較して、アンテナ基板に対して制御基板を投影した領域が小さくなることから
、ループアンテナにて発生した磁束が制御基板を通る面積が小さくなる。このため、非接
触通信時にループアンテナにて発生した磁束が制御基板に対して影響を及ぼす場合でも、
その影響を抑制することができる。
【００１７】
　請求項８の発明では、読取面には、当該読取面を平面視したときにループアンテナの内
側となる位置に、非接触通信媒体をかざす位置を示す表示が設けられるため、ループアン
テナに対して適切な位置に非接触通信媒体がかざされやすくなるので、非接触通信媒体と
確実に非接触通信することができる。
【００１８】
　請求項９の発明では、読取面には、光学的情報読取手段による読取結果および非接触通
信手段による読取結果に応じて発光状態が変化する発光部が設けられるため、それぞれの
読取結果を容易に視認することができる。
【００１９】
　請求項１０の発明では、複数の発光部のうちの少なくとも一部が読取面の隅部のうち対
角となる位置にそれぞれ配置される。これにより、対角に位置する発光部により非接触通
信媒体をかざすべき読取面の位置が明確になるため、ループアンテナに対して適切な位置
に非接触通信媒体がかざされやすくなるので、非接触通信媒体と確実に非接触通信するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る情報読取装置を示す斜視図である。
【図２】図１の情報読取装置の平面図である。
【図３】図１の情報読取装置の正面図である。
【図４】図１の情報読取装置の側面図である。
【図５】図５（Ａ）は、図１の情報読取装置の電気的構成を例示するブロック図であり、
図５（Ｂ）は、図５（Ａ）の非接触通信部を概略的に例示するブロック図であり、図５（
Ｃ）は、図５（Ａ）の光学的情報読取部を概略的に例示するブロック図である。
【図６】非接触通信媒体の電気的構成を概略的に例示するブロック図である。
【図７】情報読取装置を分解した一部の分解斜視図である。
【図８】図７に相当する情報読取装置の一部を側面から見た分解図である。
【図９】保持部材に保持された制御基板とアンテナ基板との位置関係を示す説明図である
。
【図１０】第１実施形態の第１変形例に係る情報読取装置を示す平面図である。
【図１１】第１実施形態の第２変形例に係る情報読取装置を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
［第１実施形態］
　以下、本発明の情報読取装置を具現化した第１実施形態について、図面を参照して説明
する。
　図１～図４に示す情報読取装置１０は、バーコードおよびＱＲコード（登録商標）等の
情報コードや文字情報等の光学的情報の読取結果、ＩＣカード等の非接触通信媒体１００
の読取結果などを利用した決済処理を行う据置型の決済端末として構成されている。
【００２２】
　情報読取装置１０は、例えばＡＢＳ樹脂等の樹脂材料によって箱状に構成される下ケー
ス１１ａとこの下ケース１１ａの上面部を閉塞する上ケース１１ｂとを組み付けることで
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構成される筐体１１を備えている。この筐体１１の内部には、後述する制御基板５０やア
ンテナ基板６０、保持部材７０などの各部品が収容されている。また、図１および図２に
示すように、筐体１１の上面部の前側（正面側ともいう：図２の下側に相当）となる位置
には、光の出入口となる読取口１３が設けられており、この読取口１３を介して筐体１１
外からの光が筐体１１内に入り込み、筐体１１内からの光が筐体１１外に放出されるよう
になっている。また、読取口１３を囲う方形状領域の四隅には、それぞれＬＥＤ２３が配
置されている。
【００２３】
　また、筐体１１の上面部の後側（背面側ともいう：図２の上側に相当）となる位置には
、表示部２４が配置されており、表示部２４や読取口１３、ＬＥＤ２３を覆うように上ケ
ース１１ｂが下ケース１１ａに組み付けられている。このため、上ケース１１ｂは、表示
部２４や読取口１３、ＬＥＤ２３を覆う部分等が、外部からの光を透過する光透過性の部
材（例えば、透明なアクリル樹脂や透明ガラス等）によって構成されている。
【００２４】
　図４に示すように、筐体１１は、前側（正面側）に位置する利用者が表示部２４や読取
口１３等を見やすくするため、前側ほど低くなるように載置面に対して上面部が傾斜して
形成されている。この傾斜している上ケース１１ｂの上面部は、非接触通信媒体１００が
かざされる読取面１２として構成されており、図２に示すように、読取面１２の中央近傍
には、非接触通信媒体１００をかざす位置を示す表示Ｔが設けられている。なお、図２で
は、便宜上、表示Ｔを二点鎖線で囲まれた領域にて図示している。
【００２５】
　次に、情報読取装置１０の電気的構成について説明する。
　図５（Ａ）に示すように、情報読取装置１０は、全体的制御を司る制御部２１を備えて
おり、この制御部２１は、マイコンを主体として構成され、ＣＰＵ、システムバス、入出
力インタフェース等を有し、メモリ２２とともに情報処理装置を構成している。この制御
部２１を構成する制御回路の少なくとも一部や他の電子部品等は制御基板５０に実装され
ている。メモリ２２には、情報コードや文字情報等の光学的情報を読み取る読取処理を実
行するための所定のプログラムやＩＣカード等の非接触通信媒体と通信する読取処理を実
行するための所定のプログラム等が制御部２１により実行可能に予め格納されている。
【００２６】
　また、制御部２１には、上述した４つのＬＥＤ２３や表示部２４、操作部２５、スピー
カ２６、外部インタフェース２７などが接続されている。各ＬＥＤ２３は、制御部２１に
より制御されて、光学的情報の読取結果や非接触通信媒体１００の読取結果に応じて発光
状態が変化する発光部として機能するようになっている。例えば、各ＬＥＤ２３の発光状
態に関して、光学的情報の読み取りが成功したときの発光状態、光学的情報の読み取りが
失敗したときの発光状態、非接触通信媒体１００の読み取りが成功したときの発光状態、
非接触通信媒体１００の読み取りが失敗したときの発光状態等が予め用意されており、各
ＬＥＤ２３は、制御部２１により制御されて、発光色や発光間隔等を変化させてそれぞれ
の発光状態となるように駆動される。なお、ＬＥＤ２３は、全て同じように発光するよう
に制御されることに限らず、読取結果等に応じて一部の発光状態が他の発光状態と異なる
ように制御部２１により制御されてもよい。
【００２７】
　表示部２４は、液晶表示器等によって構成され、制御部２１により制御されて、光学的
情報の読取結果や非接触通信媒体１００の読取結果に関する情報等を表示する表示手段と
して機能するようになっている。操作部２５は、その操作に応じた操作信号を制御部２１
に対して与える構成をなしており、制御部２１は、この操作信号を受けて操作信号の内容
に応じた動作を行う。スピーカ２６は、制御部２１によって制御される構成をなしており
、下ケース１１ａの前側の側面に形成されるスピーカ口１４から外部に向けて発音するよ
うに配置されている。
【００２８】
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　外部インタフェース２７は、ホストコンピュータ等の外部機器との間でネットワーク等
を介してデータ通信を行うためのインタフェースとして構成されており、制御部２１と協
働して通信処理を行う構成をなしている。また、情報読取装置１０には、電源部２８が設
けられており、この電源部２８によって制御部２１や各種電気部品に電力が供給されるよ
うになっている。
【００２９】
　また、制御部２１には、非接触通信部３０および光学的情報読取部４０が接続されてい
る。
　非接触通信部３０は、アンテナ３４および制御部２１と協働して非接触通信媒体１００
との間で電磁波による通信を行ない、非接触通信媒体１００に記憶されるデータの読み取
り、或いは非接触通信媒体１００に対するデータの書込みを行なう非接触通信手段として
機能するものである。この非接触通信部３０は、公知の電波方式で伝送を行う回路として
構成されており、図５（Ｂ）にて概略的に示すように、送信回路３１、受信回路３２、整
合回路３３などを有している。
【００３０】
　送信回路３１は、キャリア発振器、符号化部、増幅器、送信部フィルタ、変調部などに
よって構成されており、キャリア発振器から所定の周波数のキャリア（搬送波）が出力さ
れる構成をなしている。また、符号化部は、制御部２１に接続されており、当該制御部２
１より出力される送信データを符号化して変調部に出力している。変調部は、キャリア発
振器からのキャリア（搬送波）、及び符号化部からの送信データが入力される部分であり
、キャリア発振器より出力されるキャリア（搬送波）に対し、通信対象へのコマンド送信
時に符号化部より出力される符号化された送信符号（変調信号）によってＡＳＫ（Amplit
ude Shift Keying）変調された被変調信号を生成し、増幅器に出力している。増幅器は、
入力信号（変調部によって変調された被変調信号）を所定のゲインで増幅し、その増幅信
号を送信部フィルタに出力しており、送信部フィルタは、増幅器からの増幅信号をフィル
タリングした送信信号を、整合回路３３を介してアンテナ３４に出力している。このよう
にしてアンテナ３４に送信信号が出力されると、その送信信号が送信電波として当該アン
テナ３４より外部に放射される。
【００３１】
　一方、アンテナ３４によって受信された応答信号は、整合回路３３を介して受信回路３
２に入力される。この受信回路３２は、受信部フィルタ、増幅器、復調部、二値化処理部
、複号化部などによって構成されており、アンテナ３４を介して受信された応答信号を受
信部フィルタによってフィルタリングした後、増幅器によって増幅し、その増幅信号を復
調部によって復調する。そして、その復調された信号波形を二値化処理部によって二値化
し、復号化部にて復号化した後、その復号化された信号を受信データとして制御部２１に
出力している。
【００３２】
　アンテナ３４は、ループ状のアンテナパターンが基板面上に設けられるアンテナ基板６
０によりループアンテナとして形成されている。このアンテナ３４は、アンテナ基板６０
が後述する保持部材７０により保持された状態で筐体１１内に収容されることで、図２に
示すように、読取面１２の外縁に沿うように配置される。このため、読取面１２を平面視
したときに、読取口１３および表示部２４は、アンテナ３４の内側に位置するように配置
され、非接触通信媒体１００をかざす位置を示す表示Ｔは、アンテナ３４の中央近傍に配
置される（図２参照）。
【００３３】
　アンテナ基板６０は、図７に示すように、読取口１３を囲うように略矩形状に開口する
第１開口部６１や表示部２４の表示画面を囲うように略矩形状に開口する第２開口部６２
が形成され、アンテナ３４を構成するためのループ状のアンテナパターンがアンテナ基板
６０の外縁に沿うように配置されている。また、アンテナ基板６０には、第１開口部６１
の四隅に相当する位置に、ＬＥＤ２３がそれぞれ実装されている。なお、図７では、便宜
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上、アンテナ３４を破線にて図示する。
【００３４】
　ここで、非接触通信媒体１００の電気的構成について、図６を参照して説明する。
　図６に示すように、非接触通信媒体１００は、アンテナ１０１，電源回路１０２，復調
回路１０３，制御部１０４，メモリ１０５，変調回路１０６などによって構成されている
。電源回路１０２は、アンテナ１０１を介して受信した情報読取装置１０からの送信信号
（キャリア信号）を整流、平滑して動作用電源を生成するものであり、その動作用電源を
、制御部１０４をはじめとする各構成要素に供給している。
【００３５】
　また、復調回路１０３は、送信信号（キャリア信号）に重畳されているデータを復調し
て制御部１０４に出力している。メモリ１０５は、ＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ等の各種半導体
メモリによって構成されており、所定の制御プログラムや非接触通信媒体１００の用途に
応じたデータなどが記憶されている。例えば、メモリ１０５には、電子マネーのＩＤ（識
別情報）や残高情報などの決済に関する決済関連情報（電子マネー情報）等が記憶されて
いる。制御部１０４は、メモリ１０５から上記情報やデータを読み出し、それを送信デー
タとして変調回路１０６に出力する構成をなしており、変調回路１０６は、応答信号（キ
ャリア信号）を当該送信データで負荷変調してアンテナ１０１から反射波として送信する
ように構成されている。
【００３６】
　次に、光学的情報読取部４０について、図２および図５（Ｃ）を参照して説明する。
　光学的情報読取部４０は、制御部２１と協働して情報コードや文字情報等を撮像して公
知のデコード方法や記号認識処理機能（ＯＣＲ）を利用することで、その光学的情報を光
学的に読み取る光学系として機能するもので、投光光学系および受光光学系を備えている
。投光光学系を構成する照明光源４１は、照明光を照射可能な光源として機能するもので
あり、例えば、ＬＥＤなどの投光素子として構成されている。この照明光源４１は、図２
に示すように、４つの投光素子として、読取口１３に対して後側に配置される第１光源４
１ａ，４１ｂと、読取口１３に対して前側に配置される第２光源４１ｃ，４１ｄと、を有
している。
【００３７】
　また、図２に示すように、投光光学系は、照明光源４１からの光を導く導光部材４２を
備えている。この導光部材４２は、筐体１１の内部において照明光源４１からの照明光が
照射される位置に配置され、照明光源４１からの照明光が読取口１３の開口領域を通って
筐体１１の外部に照射されるように導く構成となっている。
【００３８】
　導光部材４２は、図２に示すように、照明光源４１からの照明光を反射する複数の反射
部４２ａ，４２ｂ，４２ｃ，４２ｄを備えている。これら反射部４２ａ，４２ｂ，４２ｃ
，４２ｄはいずれも、照明光源４１からの照明光を反射する反射面として構成されている
。そして、各反射部４２ａ，４２ｂ，４２ｃ，４２ｄの各反射面はいずれも、読取口１３
の開口領域の中心に近づくにつれて下位置となる傾斜面として構成されている。なお、反
射部４２ａ，４２ｂ，４２ｃ，４２ｄは、例えば、遮光性の部材によって構成されており
、反射部４２ａ，４２ｂ，４２ｃ，４２ｄのいずれも、照明光を反射する反射面が所定色
（例えば、白色等の明色）であり、いずれも外面に入射する光を拡散反射させる構成とな
っている。
【００３９】
　図２に示すように、反射部４２ａ，４２ｂは、前後方向において互いに対向するように
設けられている。また、反射部４２ｃ，４２ｄは、前後方向と直交する方向（幅方向）に
おいて互いに対向し、それぞれ他方の反射部に近づくにつれて下位置となる傾斜面として
構成されている。そして、導光部材４２全体が、撮像部４３の視野範囲の外側において、
下方位置となるにつれて孔の大きさ（開口領域）が狭くなるすり鉢状の構造となっている
。
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【００４０】
　そして、第１光源４１ａ，４１ｂは、導光部材４２の反射部４２ａの上端位置付近から
反射部４２ｂや反射部４２ｃ，４２ｄに向けて照明光が照射されるように配置される。ま
た、第２光源４１ｃ，４１ｄは、導光部材４２の反射部４２ｂの上端位置付近から反射部
４２ａや反射部４２ｃ，４２ｄに向けて照明光が照射されるように配置される。このよう
な構成によって、照明光源４１（４１ａ～４１ｄ）から照射された照明光がすり鉢状に構
成された導光部材４２の壁面に照射されるため、反射部４２ａ，４２ｂ，４２ｃ，４２ｄ
が全体的に明るく光ることになる。なお、図５（Ｃ）では、便宜上、導光部材４２の図示
を省略し、読取対象物Ｒに表示された情報コードＣに向けて、照明光源４１からの照明光
Ｌｆが照射される状態を例示している。
【００４１】
　受光光学系を構成する撮像部４３は、情報コードや文字情報等の光学的情報を撮像する
撮像手段として機能するものであり、例えばＣＣＤ素子やＣＭＯＳ素子等の固体撮像素子
（受光素子）が二次元的に配列された受光センサ（エリアセンサ）などによって構成され
ている。この撮像部４３は、図５（Ｃ）に示すように、結像部４４に面する側に筐体１１
外からの光を受光し得る受光面４３ａが配置されており、結像部４４を通過して受光面４
３ａに入り込もうとする入射光を受光し得るように基板に実装されている。
【００４２】
　結像部４４は、公知の結像レンズによって構成され、結像光学系として機能している。
この結像部４４は、撮像部４３で撮像可能となる視野範囲を定めると共に、筐体１１の外
部から読取口１３を通過して入り込んだ光（具体的には、当該入射光が反射部材４５で反
射した光）を撮像部４３の受光領域に導く構成となっている。そして、結像部４４は、筐
体１１の外部において視野範囲内に光学的情報が配置されたときに当該光学的情報の像を
撮像部４３の受光領域に結像させるように機能する。本構成では、照明光源４１から照射
され、導光部材４２によって筐体１１外に導かれた照明光を光学的情報に当てながら当該
光学的情報を撮像し得るようになっており、結像部４４は、光学的情報が視野範囲内（撮
像エリア内）に配置されたときに、この光学的情報からの反射光Ｌｒを集光し、撮像部４
３の受光面４３ａに光学的情報の像を結像させるように構成されている。なお、結像部４
４としては、例えば、焦点距離が短く画角の広い広角レンズを好適に用いることができる
。
【００４３】
　また、受光光学系は、反射部材４５を備えている。反射部材４５は、筐体１１の外部か
ら読取口１３を通過して入り込んだ光を結像部４４に向けて反射させるミラーとして構成
されている。この反射部材４５は、導光部材４２により構成されるすり鉢構造の一部に相
当するように、その反射面が傾斜した状態で結像部４４に対向するようにして配置されて
いる。
【００４４】
　次に、制御基板５０やアンテナ基板６０が筐体１１内にて保持される保持部材７０の構
成について、図７～図９を参照して説明する。なお、図７～図９では、制御基板５０やア
ンテナ基板６０等を概略的に図示しており、各基板に実装される電子部品等の一部の図示
を省略している。
【００４５】
　保持部材７０は、制御基板５０やアンテナ基板６０に加えて表示部２４等の他の部品を
筐体１１内にて保持する部材であって、ＡＢＳ樹脂等の合成樹脂に対してフェライト等の
磁性材料を含有するようにして形成されている。保持部材７０の上側には、アンテナ基板
６０を保持するための第１保持部７１が設けられ、保持部材７０の下側には、制御基板５
０を保持するための第２保持部７２が設けられている。また、保持部材７０には、筐体１
１の前側に相当する位置に上述した導光部材４２や反射部材４５が形成され、筐体１１の
後側に相当する位置に表示部２４の表示画面を保持する画面保持部７３が設けられている
。



(10) JP 2017-182132 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

【００４６】
　第１保持部７１は、導光部材４２の上端から環状に延出するリブ７１ａがアンテナ基板
６０の第１開口部６１に挿通または係合し、画面保持部７３を構成するリブ７３ａが第２
開口部６２に挿通または係合した状態で、アンテナ基板６０を保持するように形成されて
いる。このため、読取面１２を平面視したときに、読取口１３および表示部２４は、アン
テナ３４の内側に位置するように配置される（図２参照）。なお、第１保持部７１による
アンテナ基板６０を保持は、係合片等の係合を用いてなされてもよいし、接着部材や締結
部材等を用いてなされてもよい。
【００４７】
　特に、本実施形態では、リブ７３ａの周りにＵ字状に形成されたシート状の磁性部材８
１が貼り付け等により配置され、リブ７１ａの幅方向両外側にシート状の磁性部材８２が
それぞれ貼り付け等により配置されている。このため、アンテナ基板６０が磁性部材８１
および磁性部材８２を介して保持部材７０に保持され、アンテナ３４と保持部材７０との
間に磁性部材８１，８２が介在することとなる。なお、図８では、磁性部材８２の図示を
省略している。
【００４８】
　第２保持部７２は、画面保持部７３近傍の下面から下方に延出する複数の係合片７２ａ
や台座（図示略）等を備えており、各係合片７２ａや各台座等により制御基板５０の外縁
等を利用して位置ずれしないように保持可能に形成されている。特に、第２保持部７２は
、図９に示すように、制御基板５０がアンテナ基板６０に対して角度θにて傾斜した状態
で保持されるように形成されている。
【００４９】
　このように構成される情報読取装置１０では、表示部２４がアンテナ３４と重なること
なくそのアンテナ３４の内側に配置されるため、表示部２４がアンテナ３４と重なるよう
に配置される場合と比較して、非接触通信時にアンテナ３４にて発生した磁束が表示部２
４に誘導されにくくなる。このため、表示部２４がアンテナ３４を利用した非接触通信に
影響を及ぼしにくくなる。
【００５０】
　特に、制御基板５０がアンテナ基板６０に対して傾斜しているため、制御基板５０がア
ンテナ基板６０に対して平行となるように保持される場合と比較して、アンテナ基板６０
に対して制御基板５０を投影した領域が小さくなる。このため、アンテナ基板６０のアン
テナ３４にて発生した磁束（図９の矢印Ｍ参照）が制御基板５０を通る面積（図９の符号
Ｓ参照）が小さくなることから、非接触通信時にアンテナ３４にて発生した磁束による制
御基板５０への影響が抑制される。
【００５１】
　以上説明したように、本実施形態に係る情報読取装置１０では、読取面１２にかざされ
る非接触通信媒体１００に記憶される情報が、アンテナ３４を介した電磁波の送受信に応
じて非接触通信部３０により読み取られる。そして、読取面１２を平面視したときに、読
取口１３は、アンテナ３４の内側に位置するように配置され、表示部２４は、アンテナ３
４と重ならないように配置される。
【００５２】
　これにより、アンテナ３４のアンテナサイズを大きくできるだけでなく、表示部２４が
非接触通信部３０による非接触通信に影響を及ぼしにくくなる。したがって、光学的情報
読取部４０および非接触通信部３０に加えて読取結果に関する情報を表示可能な表示部２
４を兼備する構成であっても、非接触通信媒体１００と安定して非接触通信することがで
きる。
【００５３】
　特に、表示部２４は、読取面１２を平面視したときに、アンテナ３４の内側に位置する
ように配置されるため、表示部２４による非接触通信への影響を抑制しつつ、アンテナ３
４のアンテナサイズをさらに大きくでき、非接触通信に関する通信性能を向上させること
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ができる。
【００５４】
　なお、要求される通信性能等に応じて、図１０に例示する本実施形態の第１変形例のよ
うに、表示部２４は、読取面１２を平面視したときに、アンテナ３４と重なることなくそ
のアンテナ３４の外側に位置するように配置されてもよい。
【００５５】
　また、本実施形態では、光学的情報読取部４０および非接触通信部３０に関する制御の
少なくとも一部を行う制御回路が実装される制御基板５０と、アンテナ３４を構成するア
ンテナパターンが形成されるアンテナ基板６０とが、同じ保持部材７０により保持される
。これにより、アンテナ３４に対する制御基板５０の相対位置をずれにくくすることがで
きる。
【００５６】
　特に、保持部材７０は、合成樹脂に対して磁性材料を含有して構成されるため、保持部
材７０の透磁率が高まることから、非接触通信時に発生した磁束を保持部材７０に集中さ
せやすくなるので放射効率が向上し、非接触通信に関する通信性能を向上させることがで
きる。
【００５７】
　なお、保持部材７０は、合成樹脂等に対してフェライトを含有するようにして形成され
ることに限らず、例えば、合成樹脂等に対して他の磁性材料を含有するようにして形成さ
れてもよい。また、保持部材７０は、要求される通信性能等に応じて、金属材料で形成さ
れてもよいし、磁性材料が含有されない樹脂材料で形成されてもよい。
【００５８】
　また、本実施形態では、アンテナ基板６０および保持部材７０の間に、シート状の磁性
部材８１，８２が配置されている。これにより、この磁性部材８１，８２に非接触通信時
に発生した磁束を集中させやすくなるので放射効率が向上し、非接触通信に関する通信性
能を向上させることができる。
【００５９】
　なお、磁性部材８１，８２等の磁性部材は、制御基板５０および保持部材７０の間に配
置されてもよいし、アンテナ基板６０および保持部材７０の間と制御基板５０および保持
部材７０の間との双方に配置されてもよい。また、磁性部材は、アンテナ３４に沿うよう
に環状に形成されて保持部材７０に対して配置されてもよいし、アンテナ３４の一部に沿
うように形成されて保持部材７０に対して配置されてもよい。
【００６０】
　特に、磁性部材８１，８２は、シート状に形成されるため、シート状の磁性部材８１，
８２を保持部材７０等に組み付けやすくなり、磁性部材８１，８２の組み付けに関する作
業性を向上させることができる。
【００６１】
　なお、磁性部材８１，８２等の磁性部材は、シート状に形成されることに限らず、例え
ば、所定の厚さを有する板状に形成されてもよい。
【００６２】
　また、本実施形態では、制御基板５０は、アンテナ基板６０に対して傾斜するように保
持部材７０により保持される。これにより、制御基板５０がアンテナ基板６０に対して平
行となるように保持される場合と比較して、アンテナ３４にて発生した磁束が制御基板５
０を通る面積が小さくなる。このため、非接触通信時にアンテナ３４にて発生した磁束が
制御基板５０に対して影響を及ぼす場合でも、その影響を抑制することができる。
【００６３】
　なお、制御基板５０は、要求される通信性能等に応じて、アンテナ基板６０に対して平
行となるように保持部材７０により保持されてもよい。
【００６４】
　また、本実施形態では、読取面１２には、当該読取面１２を平面視したときにアンテナ
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３４の内側となる位置に、非接触通信媒体１００をかざす位置を示す表示Ｔが設けられる
ため、アンテナ３４に対して適切な位置に非接触通信媒体１００がかざされやすくなるの
で、非接触通信媒体１００と確実に非接触通信することができる。
【００６５】
　また、読取面１２には、光学的情報読取部４０による読取結果および非接触通信部３０
による読取結果に応じて発光状態が変化する発光部としてＬＥＤ２３が設けられるため、
それぞれの読取結果を容易に視認することができる。
【００６６】
　なお、各ＬＥＤ２３は、読取口１３を囲う方形状領域の四隅に配置されることに限らず
、図１１に例示するように、読取面１２の四隅に配置されてもよい。これにより、各ＬＥ
Ｄ２３により非接触通信媒体１００をかざすべき読取面１２の位置が明確になるため、ア
ンテナ３４に対して適切な位置に非接触通信媒体１００がかざされやすくなるので、非接
触通信媒体１００と確実に非接触通信することができる。
【００６７】
　なお、各ＬＥＤ２３のうちの少なくとも一部が読取面１２の隅部のうち対角となる位置
にそれぞれ配置されることでも、上記効果を奏する。
【００６８】
　なお、本発明は上記各実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下のように具体
化してもよい。
（１）本発明は、読取面１２が載置面に対して傾斜するように筐体１１が形成される情報
読取装置１０に適用されることに限らず、読取面１２が載置面に対して平行となるように
筐体が形成される情報読取装置に適用されてもよい。
【００６９】
（２）本発明は、据置型の決済端末として構成される情報読取装置１０に適用されること
に限らず、例えば、読み取った情報に応じた処理を行いその処理結果を表示する情報処理
端末など、光学的情報読取手段、非接触通信手段および表示手段を備える情報読取装置に
適用されてもよい。
【００７０】
（３）本発明において、ループアンテナは、環状に１または２以上巻回されて形成される
アンテナだけでなく、例えば、Ｕ字状やＣ字状、Ω字状等に形成されるアンテナも含むも
のとする。
【符号の説明】
【００７１】
　１０…情報読取装置
　１２…読取面
　１３…読取口
　２１…制御部
　２３…ＬＥＤ（発光部）
　２４…表示部（表示手段）
　３０…非接触通信部（非接触通信手段）
　３４…アンテナ（ループアンテナ）
　４０…光学的情報読取部（光学的情報読取手段）
　５０…制御基板
　６０…アンテナ基板
　７０…保持部材
　８１，８２…磁性部材
　１００…非接触通信媒体
　Ｃ…情報コード（光学的情報）
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